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規
　
則

◯
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
六
二
・
税
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
六
十
二
号

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
・
第
二
十
三
条
」
を
「
―
第
二
十
三
条
」
に
、
「
第
五
十
一
条
の
六
」
を
「
第
五
十

一
条
の
五
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
表
中
「
第
二
十
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
の
十
」
に
改
め
、
「
第
十
九
条
の

六
第
二
項
」
の
下
に
「
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
を
加
え
、
「
第
二
十
二
条
第
三
項
」

を
「
第
二
十
二
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「
第
四
十
八
条
」
の
下
に
「
に
お
い
て
準
用
す
る
審
査
法

第
四
十
一
条
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
九
条
の
見
出
し
中
「
第
十
六
条
の
二
」
を
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
中

「
第
十
六
条
の
二
」
を
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
（
法
第
七
十
二
条
の
三
十
八
の
二
第
十
二
項
及

び
法
第
七
百
条
の
二
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
「
の
各

号
」
を
削
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
担
保
の
解
除
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
六

条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
（
法
第
七
十
二
条
の
三
十
八
の
二
第
十
二
項
、
法
第
七
十
四
条
の
十

一
第
二
項
及
び
法
第
七
百
条
の
二
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
七

十
二
条
の
三
十
八
の
二
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
七

十
四
条
の
十
一
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

地
域
振
興
局
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
担
保
を
解
除
し
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
担
保
　
令
第
六
条
の
十
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
供
託
書
の
正
本
又
は
登
録
済
通
知
書
若
し
く
は
担
保
権
登
録
内
容
証

明
書
の
返
還

二
　
法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
担
保
　
令
第
六
条
の
十
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
関
係
機
関
に
嘱
託
し
た
抵
当
権
の
登
記
又
は
登
録
の
抹
消
の
嘱
託

第
十
四
条
の
二
中
「
第
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
（
法
第
七
十
二
条
の
三
十
八
の
二
第

十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
の
表
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
及
び
「
第
十
一
条
第
二
項
」
の
下
に
「
（
法
第
十
六

条
の
五
第
四
項
、
法
第
十
九
条
の
七
第
三
項
、
法
第
七
十
二
条
の
三
十
八
の
二
第
十
二
項
及
び
法

第
七
百
条
の
二
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
、
「
第
十
五
条
の
五
第

三
項
」
の
下
に
「
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
四
項
」
を
加
え
、
「
第
十
五
条
の
六
第
三

項
」
を
「
第
十
五
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
、

「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
法
第
七
十
二
条
の
三
十
八
の
二
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に
お

「
─
法
第
十
六
条
第
三
─
担
保
変
更
請
求
書
　
─

─
項
、
法
第
七
十
四
条
─

─

─
の
十
一
第
二
項
及
び
─

─

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
─
法
第
七
百
条
の
二
十
─

─

─
一
第
二
項
　
　
　
　
─

─

─

─

─

─
第
十
一
条
　
　
　
　
─
担
保
解
除
書
　
　
　
─

「
─
法
第
十
六
条
第
三
項
─
担
保
変
更
（
増
担
保
─
様
式
第
五
十
八
─

─
（
法
第
七
十
二
条
の
─
提
供
）
請
求
書
　
　
─
号
　
　
　
　
　
─

─
三
十
八
の
二
第
十
二
─

─

─

─
項
、
法
第
七
十
四
条
─

─

─

─
の
十
一
第
二
項
及
び
─

─

─

様
式
第
五
十
八
─

─
法
第
七
百
条
の
二
十
─

─

─

号
　
　
　
　
　
─

─
一
第
二
項
に
お
い
て
─

─

─

─

─
準
用
す
る
場
合
を
含
─

─

─

１

規
　
　
　
　
　
　
則

ペ
ー
ジ
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─

を

─
む
。
）

─

─

─

を

─

─

─

─

─

─

─
令
第
六
条
の
十
第
二
─
抵
当
権
設
定
登
記
承
─
様
式
第
五
十
八
─

様
式
第
五
十
九
─

─
項
　
　
　
　
　
　
　
─
諾
書
　
　
　
　
　
　
─
号
の
二
　
　
　
─

号
　
　
　
　
　
─

─

─

─

─

─
」

─
令
第
六
条
の
十
第
三
─
納
税
保
証
書
　
　
　
─
様
式
第
五
十
八
─

─
項
　
　
　
　
　
　
　
─

─
号
の
三
　
　
　
─

─

─

─

─

─
第
十
一
条
第
一
項
　
─
担
保
解
除
書
　
　
　
─
様
式
第
五
十
九
─

─

─

─
号
　
　
　
　
　
─
」

に
、
「
第
十
六
条
の
三
第
三
項
及
び
法
第
七
百
条
の
十
四
の
三
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
の
三
第

三
項
及
び
法
第
七
百
条
の
十
四
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
第
三
項
」
に
、

「
保
全
担
保
変
更
命
令
書
」
を
「
保
全
担
保
変
更
（
増
担
保
提
供
）
命
令
書
」
に
改
め
、
「
第
七

百
四
十
五
条
第
一
項
」
の
下
に
「
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
百
七
十
一
条
第
一
項
」
を
加
え
、

「
及
び
徴
収
法
第
七
十
一
条
第
四
項
」
を
「
（
徴
収
法
第
七
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
」
に
、
「
、
徴
収
法
第
七
十
条
第
一
項
」
を
「
（
徴
収
法
第
七
十
条
第
一
項
」

に
改
め
、
「
第
七
十
一
条
第
一
項
」
の
下
に
「
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加

え
、
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
九
条
」
に
、
「
及
び
第
三
項
」
を
「
及
び
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
徴
収
法
第
五
十
五
条
」
に
改
め
、
「
第
八
十
六
条
第
四
項
」
の
下
に
「
に

「
─
徴
収

─
第
一

「
─
徴
収
法
第
八
十
八
条
─

─
用
す

─
第
一
項
　
　
　
　
　
─

─
十
五

─

─

─

─
徴
収
法
第
八
十
八
条
─

─
徴
収

お
い
て
準
用
す
る
徴
収
法
第
五
十
五
条
」
を
加
え
、

を

─
第
一
項
　
　
　
　
　
─

─
第
一

─

─

─
用
す

─
徴
収
法
第
八
十
八
条
─

─
十
五

─
第
一
項
　
　
　
　
　
─
」

──
徴
収

─
第
一

法
第
八
十
八
条
─

項
に
お
い
て
準
─

る
徴
収
法
第
八
─

条
第
一
項
　
　
─

─

法
第
八
十
八
条
─

に
改
め
る
。

項
に
お
い
て
準
─
　
に
改
め
る
。

る
徴
収
法
第
八
─

条
第
二
項
　
　
──

法
第
八
十
八
条
─

項
　
　
　
　
　
─
」

第
二
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
徴
収
猶
予
等
の
基
準
）

第
二
十
四
条

地
域
振
興
局
長
は
、
法
第
七
十
二
条
の
三
十
八
の
二
第
一
項
又
は
第
六
項
の
規
定

に
よ
る
徴
収
猶
予
（
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
「
徴
収
猶
予
」
と
い
う
。
）
の
申
請
を
し
た
法
人

が
令
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
法
人
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
当
た

つ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
ば
な
ら
な
い
。

一
　
徴
収
猶
予
の
申
請
に
係
る
事
業
年
度
の
売
上
高
が
当
該
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
売
上

高
を
下
回
り
、
又
は
下
回
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二
　
徴
収
猶
予
の
申
請
に
係
る
事
業
年
度
の
当
期
純
損
失
の
額
が
当
該
事
業
年
度
の
前
事
業
年

度
の
当
期
純
損
失
の
額
を
上
回
り
、
又
は
上
回
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ

と
。

２

地
域
振
興
局
長
は
、
徴
収
猶
予
の
申
請
を
し
た
法
人
が
令
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定

す
る
法
人
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

か
ど
う
か
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
中
小
企
業
の
創
造
的
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
四
十

七
号
）
第
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
法
人
で
あ
る
こ
と
。

二
　
中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
の
承
認
を

受
け
た
法
人
で
あ
る
こ
と
。

三
　
特
許
出
願
又
は
千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条

約
第
二
条
（¶）
の
国
際
出
願
に
係
る
発
明
（
徴
収
猶
予
の
申
請
の
日
に
お
い
て
当
該
特
許
出
願

又
は
国
際
出
願
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
利
用
し
た
事
業
活
動

を
行
つ
て
い
る
法
人
で
あ
る
こ
と
。

四
　
徴
収
猶
予
の
申
請
に
係
る
事
業
年
度
に
つ
い
て
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
二
条
の
四
、
第
四
十
四
条
の
三
、
第
六
十
八
条
の
九
又
は
第
六
十

八
条
の
二
十
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
、
又
は
受
け
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
法
人
で
あ
る
こ
と
。

３

地
域
振
興
局
長
は
、
徴
収
猶
予
又
は
法
第
七
十
二
条
の
三
十
八
の
二
第
五
項
（
同
条
第
七
項

２



平成16年11月30日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

─
法
第
十
五
条
第
四
項
─

─

─

─

─

─

─

─
法
第
七
十
二
条
の
四
─
法
人
税
の
課
税
標
準
─
様
式
第
百
七
十
─

─
十
第
一
項
　
　
　
　
─
の
更
正
（
決
定
）
請
─
一
号
　
　
　
　
─

─

─
求
書
　
　
　
　
　
　
─

─
」

四
条
の
四
第
三
項
及
び
令
第
二
十
四
条
の
四
第
五
項
」
を
「
（
令
第
二
十
四
条
の
四
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
令
第
二
十
四
条
の
四
第
三
項
」
に
、
「
及
び
令
第
二
十
四

条
の
四
第
六
項
」
を
「
（
令
第
二
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

に
改
め
る
。

様
式
第
十
号
中
「
都
道
府
県
知
事
殿
」
を
「
都
道
府
県
知
事
　
様
」
に
、
「
知
　
事
」
を
「
秋

田
県
知
事
」
に
、
「
不
服
申
立
に
」
を
「
不
服
申
立
て
に
」
に
、
「
付
で
通
知
済
で
あ
り
ま
す
」

を
「
付
け
で
通
知
済
み
で
す
」
に
改
め
、
「
第1

9

条
の
６
第
２
項
」
の
次
に
「
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
１
項
」
を
加
え
、
「
写
」
を
「
写
し
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
六
号
中
「
殿
」
を
「
様
」
に
、
「
知
事
」
を
「
秋
田
県
知
事
」
に
、
「
年
　
　
月
　

□
日
付
」
を
「
年
　
　
月
　
　
日
付
け
」
に
、
「
提
出
が
あ
り
ま
し
た
」
を
「
提
出
さ
れ
た
」

に
、
「
第2

2

条
第
３
項
」
を
「
第2

2

条
第
５
項
」
に
改
め
、
「
ま
た
、
」
及
び
「
審
理
の
都
合
に

よ
り
」
を
削
る
。

「

様
式
第
三
十
号
そ
の
一
中

「
を

」

「

に
、

」

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

様
式
第
三
十
七
号
中
「
地
域
振
興
局
長
」
を
「
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
」
に
、
「
地
方
税

法
第1

1

条
第
１
項
」
を
「
同
法
第1

1

条
第
１
項
（
第
　
　
条
の
　
　
第
　
　
項
に
お
い
て
準
用

「

す
る
同
法
第1

1

条
第
１
項
）
」
に
、

を

３

都
道
府
県
知
事
殿
　
　
　
都
道
府
県
知
事
　
様
　
　
　
　
知
　
事
　
　
　
秋

田
県
知
事
　
　
　
　
不
服
申
立
に
　
　
　
不
服
申
立
て
に
　
　
　
　
付
で
通
知
済
で
あ
り
ま
す

付
け
で
通
知
済
み
で
す
　
　
　
　
　
　
第
1
9
条
の
６
第
２
項
　
　
　
　
　
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
１
項
　
　
　
　
　
　
写
　
　
　
写
し

殿
　
　
　
様
　
　
　
　
知
事
　
　
　
秋
田
県
知
事
　
　
　
　
年
　
　
月
　

日
付
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
　
　
　
　
提
出
が
あ
り
ま
し
た
　
　
　
提
出
さ
れ
た

第
2
2
条
第
３
項
　
　
　
第
2
2
条
第
５
項
　
　
　
　
　
　
ま
た
、

審
理
の
都
合
に

よ
り

計
□

計
□

計
□

利
子
割
額
の
控
除
額

（
控
除
し
た
金
額
）

利
子
割
額
の
控
除
額

（
控
除
し
た
金
額
）

課
税
免
除
額

計
□

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
徴
収
猶
予
の
期
間
の
延
長
（
以
下
こ
の

款
に
お
い
て
「
期
間
の
延
長
」
と
い
う
。
）
の
申
請
を
し
た
法
人
が
県
税
に
係
る
徴
収
金
を
滞

納
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
徴
収
猶
予
又
は
期
間
の
延
長
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
徴
収
猶
予
等
の
期
間
）

第
二
十
四
条
の
二

徴
収
猶
予
又
は
期
間
の
延
長
に
係
る
期
間
は
、
一
年
以
内
の
期
間
と
す
る
。

（
徴
収
猶
予
等
の
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
十
四
条
の
三

徴
収
猶
予
の
申
請
を
す
る
法
人
は
、
条
例
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
七
十
二
条
の
三

十
八
の
二
第
一
項
の
申
請
を
す
る
法
人
が
当
該
申
請
に
係
る
事
業
年
度
と
同
一
の
事
業
年
度
の

法
人
事
業
税
に
つ
い
て
同
条
第
六
項
の
申
請
を
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
申
請
の
際
に
提
出
し

た
書
類
と
同
一
の
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
法
第
七
十
二
条
の
三
十
八
の
二
第
一
項
各
号
又
は
第
六
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
定
款

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
域
振
興
局
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２

期
間
の
延
長
の
申
請
を
す
る
法
人
は
、
条
例
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
前

項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
─
法
第
七
十
二
条
の
四
─
法
人
税
の
課
税
標
準
─
様
式
第
百
七
十
─

第
二
十
五
条
の
表
中
　
─
十
第
一
項
　
　
　
　
─
の
更
正
（
決
定
）
請
─
一
号
　
　
　
　
─

─

─
求
書
　
　
　
　
　
　
─

─
」

「
─
条
例
第
五
十
四
条
第
─
法
人
事
業
税
徴
収
猶
─
様
式
第
百
六
十
─

─
一
項
　
　
　
　
　
　
─
予
申
請
書
　
　
　
　
─
九
号
　
　
　
　
─

─

─

─

─

─
条
例
第
五
十
四
条
第
─
法
人
事
業
税
徴
収
猶
─
様
式
第
百
七
十
─

─
二
項
　
　
　
　
　
　
─
予
期
間
延
長
申
請
書
─
号
　
　
　
　
　
─

─

─

─

─

─
法
第
七
十
二
条
の
三
─
法
人
事
業
税
徴
収
猶
─
様
式
第
百
七
十
─

─
十
八
の
二
第
十
二
項
─
予
承
認
（
不
承
認
）
─
号
の
二
　
　
　
─

─
に
お
い
て
準
用
す
る
─
通
知
書
　
　
　
　
　
─

─

を
　
─
法
第
十
五
条
第
四
項
─

─

─

に
、
「
、
令
第
二
十

─

─

─

─

─
法
第
七
十
二
条
の
三
─
法
人
事
業
税
徴
収
猶
─
様
式
第
百
七
十
─

─
十
八
の
二
第
十
二
項
─
予
期
間
延
長
承
認
─
号
の
三
　
　
　
─

─
に
お
い
て
準
用
す
る
─
（
不
承
認
）
通
知
書
─

─

地
域
振
興
局
長
　
　
　
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
　
　
　
　
地
方
税

法
第
1
1
条
第
１
項
　
　
　
同
法
第
1
1
条
第
１
項
（
第
　
　
条
の
　
　
第
　
　
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
1
1
条
第
１
項
）



」

「

に
、
「
完
納
」
を
「
、
完
納
」
に
改
め

」

る
。様

式
第
三
十
八
号
中
「
地
域
振
興
局
長
」
を
「
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
」
に
改
め
、
「
第

第1
1

条
第
２
項
」
の
次
に
「
（
第
　
　
条
の
　
　
第
　
　
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第1

1

条
第
２

項
）
」
を
加
え
る
。

様
式
第
五
十
一
号
中
「
殿
」
を
「
様
」
に
、
「
地
域
振
興
局
長
」
を
「
秋
田
県
　
　
地
域
振
興

局
長
」
に
改
め
、
「
第1

5
条
の
５
第
３
項
」
の
次
に
「
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第1

5

条
第
４

項
」
を
加
え
、
「
通
知
し
ま
す
」
を
「
、
通
知
し
ま
す
」
に
、
「
延
滞
金
は
、
地
方
税
法
」
を

「
延
滞
金
は
、
同
法
」
に
、
「
上
記
の
猶
予
」
を
「
上
の
猶
予
」
に
、
「
上
記
の
と
お
り
」
を

「
次
の
と
お
り
」
に
、
「
実
際
」
を
「
実
際
に
」
に
、
「
こ
と
を
書
き
入
れ
て
お
い
て
」
を
「
年

月
日
及
び
金
額
を
記
載
し
て
」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
十
二
号
中
「
殿
」
を
「
様
」
に
、
「
地
域
振
興
局
長
」
を
「
秋
田
県
　
　
地
域
振
興

局
長
」
に
、
「
年
　
　
月
　
　
日
付
」
を
「
年
　
　
月
　
　
日
付
け
」
に
改
め
、
「
第1

5

条
の
５

第
３
項
」
の
次
に
「
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第1

5

条
第
４
項
」
を
加
え
、
「
通
知
し
ま
す
」
を

「
、
通
知
し
ま
す
」
に
、
「
上
記
の
」
を
「
上
の
」
に
改
め
、
「
と
き
は
、
」
の
次
に
「
猶
予

を
」
を
加
え
、
「
こ
と
を
書
き
入
れ
て
」
を
「
年
月
日
及
び
金
額
を
記
載
し
て
」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
十
三
号
中
「
地
域
振
興
局
長
」
を
「
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
」
に
、
「
を
し
ま

し
た
」
を
「
を
し
た
」
に
、
「
取
り
消
し
ま
し
た
」
を
「
猶
予
を
取
り
消
し
た
」
に
改
め
、
「
第

第1
5

条
の
６
第
２
項
」
の
次
に
「
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第1

5

条
の
３
第
３
項
」
を
加
え
、
「
完

納
」
を
「
、
完
納
」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

計

平成16年11月30日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

地
域
振
興
局
長
　
　
　
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
　
　
　
　
　
　
第

第
1
1
条
第
２
項
　
　
　
　
　
（
第
　
　
条
の
　
　
第
　
　
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
1
1
条
第
２

項
）

殿
　
　
　
様
　
　
　
　
地
域
振
興
局
長
　
　
　
秋
田
県
　
　
地
域
振
興

局
長
　
　
　
　
　
　
第
1
5
条
の
５
第
３
項
　
　
　
　
　
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
1
5
条
第
４

項
　
　
　
　
　
　
通
知
し
ま
す
　
　
　
、
通
知
し
ま
す
　
　
　
　
延
滞
金
は
、
地
方
税
法

延
滞
金
は
、
同
法
　
　
　
　
上
記
の
猶
予
　
　
　
上
の
猶
予
　
　
　
　
上
記
の
と
お
り

次
の
と
お
り
　
　
　
　
実
際
　
　
　
実
際
に
　
　
　
　
こ
と
を
書
き
入
れ
て
お
い
て
　
　
　
年

月
日
及
び
金
額
を
記
載
し
て殿
　
　
　
様
　
　
　
　
地
域
振
興
局
長
　
　
　
秋
田
県
　
　
地
域
振
興

局
長
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
　
　
　
　
　
　
第
1
5
条
の
５

第
３
項
　
　
　
　
　
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
1
5
条
第
４
項
　
　
　
　
　
　
通
知
し
ま
す

、
通
知
し
ま
す
　
　
　
　
上
記
の
　
　
　
上
の
　
　
　
　
　
　
と
き
は
、

「
猶
予

を
　
　
　
　
　
　
こ
と
を
書
き
入
れ
て
　
　
　
年
月
日
及
び
金
額
を
記
載
し
て

地
域
振
興
局
長
　
　
　
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
　
　
　
　
を
し
ま

し
た
　
　
　
を
し
た
　
　
　
　
取
り
消
し
ま
し
た
　
　
　
猶
予
を
取
り
消
し
た
　
　
　
　
　
　
第

第
1
5
条
の
６
第
２
項
　
　
　
　
　
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
1
5
条
の
３
第
３
項
　
　
　
　
　
　
完

納
　
　
　
、
完
納

完
納
　
　
　
、
完
納



平成16年11月30日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

５

様式第56号 担保提供書

担保提供書

年　　月　　日　

秋田県　　地域振興局長　様

担保提供者（納税者又は特別徴収義務者）

住　　　所

（所在地）

氏　　　名　　　　　　　　　　　　w

（名称及び代表者氏名）

徴収
の猶予に係る次の県税に係る徴収金について、次により担保を提供します。

換価

徴

収

（

換

価

）

猶

予

担 保 物 件 の 表 示

保証人の保証であるとき

は、その保証人の住所、

職業、氏名及び生年月日

添 　 付 　 書 　 類

摘 　 　 　 　 　 要

徴収
の猶予に係る上の県税に係る徴収金の担保として、上の物件の提供を承諾します。

換価

年　　月　　日　

担保物件の所有者

住　　　所

（所在地）

氏　　　名　　　　　　　　　　　　w
（名称及び代表者氏名）

□　担保提供請求又は担保変更（増担保提供）請求に係る提供である場合は、摘要欄にその旨を記載してくだ
さい。

年度 税　目 期（月）別 納期限 番　号 税　額 加算金
※
延　　　滞 金

計

円 円 法律による金額
（ 円）

〃
（ ）

〃
（ ）

〃
（ ）

〃
（ ）

円 円

計

処
理
事
項

通信日付印

・　　・

受付印

収 入

印 紙

（注）



平成16年11月30日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

様
式
第
五
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６



平成16年11月30日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

７

様式第58号 担保変更（増担保提供）請求書

担保変更（増担保提供）請求書

年　　月　　日　

担保提供者

住　　　所

（所在地）

氏　　　名　　　　様

（名　称）

秋田県　　地域振興局長　　　　　　　　□

不適当
年　　月　　日付けで提供のあつた担保について、次の理由により　　　と認められるので、地方税法第

不十分

担保の変更
16条第３項（第　　条の　　第　　項において準用する同法第16条第３項）の規定により、 を請

増担保の提供

求します。

既に提供を受けた

担　保　の　内　容

提供年月日 年　　　月　　　日

担保の種類等

請求する担保の内容

理　　　　　　　由

期　　　　　　　限 年　　　月　　　日

備　　　　　　　考

この処分に不服があ

る場合の救済の方法

この処分について不服があるときは、この請求書を受け取つた日の翌日から起算して60

日以内に行政不服審査法第４条の規定により、知事に審査請求をすることができます。

なお、審査請求書は正副２通を作成してなるべく当地域振興局長を経由して提出してく

ださい。

印



平成16年11月30日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

様
式
第
五
十
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

８



平成16年11月30日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

９

様式第58号の２ 抵当権設定登記承諾書

抵当権設定登記承諾書

原　　　因　　　　　　年　　月　　日徴収の猶予（換価の猶予）に係る　　年度　　　　　　税（附帯金を含む。）

についての　　年　　月　　日抵当権設定契約　　　　　　

納　税　者

債　権　額　　　　税額金　　　　　　円及び　　　　　　　　　　　円

末記物件に上記の抵当権設定の登記をすることを承諾します。

年　　月　　日

設　定　者

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　w

秋田県　　地域振興局長　様

不動産の表示



平成16年11月30日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

10

様式第58号の３ 納税保証書

納税保証書

年　　月　　日　

秋田県　　地域振興局長　様

保証人

住　　　所

（所在地）

氏　　　名　　　　　　　　w

（名称及び代表者氏名）

保証人

住　　　所

（所在地）

氏　　　名　　　　　　　　w

（名称及び代表者氏名）

徴収　　　　　　　　　　　　　私において
次の納税者の　　の猶予に係る税額について、 納税保証します。

換価　　　　　　　　　　　　　私ども保証人が連帯して

徴
　
収
　
（

換
　
価
　
）

猶
　
予

納 税 者 又 は

特 別 徴 収 義 務 者

住　　　所

（所 在 地）

氏　　　名

（名　 称）

□　保証人の氏名は、保証人（法人にあつては、代表者）が自署し、当該保証人の印鑑証明書（法人にあつて
は、代表者の資格を証する書類及び印鑑証明書）を添付してください。

年度 税　目 期（月）別 納期限 番　号 税　額 加算金
※
延　　　滞 金

計

円 円 法律による金額

（ 円）

〃

（ ）

〃

（ ）

〃

（ ）

〃

（ ）

円 円

計

処
理
事
項

通信日付印

・　　・

受付印

収 入

印 紙

（注）



平成16年11月30日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

様
式
第
六
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

11
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様式第62号 保全担保変更（増担保提供）命令書

保全担保変更（増担保提供）命令書

年　　月　　日　

担保提供者

住　　　所

（所在地）

氏　　　名　　　　様

（名　称）

秋田県　　地域振興局長　　　　　　　　□

不適当
年　　月　　日付けで提供のあつた担保について、次の理由により　　　と認められるので、地方税法第

不十分

担保の変更
条の　　第　　項において準用する同法第16条第３項の規定により、 を命じます。

増担保の提供

既に提供を受けた

担　保　の　内　容

提供年月日 年　　　月　　　日

担保の種類等

請求する担保の内容

理　　　　　　　由

期　　　　　　　限 年　　　月　　　日

備　　　　　　　考

この処分に不服があ

る場合の救済の方法

この処分について不服があるときは、この命令書を受け取つた日の翌日から起算して60

日以内に行政不服審査法第４条の規定により、知事に審査請求をすることができます。

なお、審査請求書は正副２通を作成してなるべく当地域振興局長を経由して提出してく

ださい。

印

分
割
基
準

上
段
：
総
数
、

仮
装
経
理
控
除
（
円
）

法
人
税
額
か
ら
控
除
す
べ
き
外
国
税
の
総
額
（
人
）



」

様
式
第
百
六
十
九
号
及
び
様
式
第
百
七
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

13

基
準

：
総
数
、

：
本
県
分

仮
装
経
理
控
除
（
円
）

租
税
条
約
控
除
（
円
）

法
人
税
額
か
ら
控
除
す
べ
き
外
国
税
の
総
額
（
円
）

補
正
後
の
従
業
者
の
総
数
（
人
）

段
総
数
、

下
段
：
本
県
分
（
人
）
租
税
条
約
控
除
（
円
）
補
正
後
の
従
業
者
の
総
数
（
人
）

様
式
第
七
十
九
号
中
「
地
域
振
興
局
長
」
を
「
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
」
に
、
「
発
し
ま

し
た
」
を
「
発
し
た
」
に
改
め
、
「
第5

8

条
第
２
項
」
の
次
に
「（
第7

1

条
第
４
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第5

8

条
第
２
項
）
」
を
加
え
、
「
通
知
し
ま
す
」
を
「
、
通
知
し
ま
す
」
に
、
「
主

な
る
」
を
「
主
た
る
」
に
、
「
完
納
」
を
「
、
完
納
」
に
改
め
る
。

様
式
第
九
十
七
号
中
「
地
域
振
興
局
長
」
を
「
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
」
に
、
「
第8

2

条

第
　
項
」
を
「
第8

2

条
第
２
項
（
第8

2

条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第5

5

条
）
」
に
、

「
通
知
し
ま
す
」
を
「
、
通
知
し
ま
す
」
に
、
「
主
な
る
」
を
「
主
た
る
」
に
、
「
完
納
」
を

「
、
完
納
」
に
改
め
る
。

様
式
第
百
四
号
中
「
地
域
振
興
局
長
」
を
「
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
」
に
改
め
、
「
第
□

条
第
４
項
」
の
次
に
「
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第5

5

条
」
を
加
え
、
「
通
知
し
ま
す
」
を
「
、

通
知
し
ま
す
」
に
、
「
主
な
る
」
を
「
主
た
る
」
に
、
「
完
納
」
を
「
、
完
納
」
に
改
め
る
。

様
式
第
百
十
二
号
中
「
地
域
振
興
局
長
」
を
「
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
」
に
、
「
応
ず
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
」
を
「
拒
否
す
る
の
で
、
」
に
改
め
、
「
第8

8

条
第
１
項
」
の
次
に
「
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第8

5

条
第
２
項
」
を
加
え
、
「
通
知
し
ま
す
」
を
「
、
通
知
し
ま
す
」
に

改
め
る
。

「

「

様
式
第
百
六
十
二
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

に
改
め
る
。

地
域
振
興
局
長
　
　
　
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
　
　
　
　
発
し
ま

し
た
　
　
　
発
し
た
　
　
　
　
　
　
第
5
8
条
第
２
項
　
　
　
　
　
（
第
7
1
条
第
４
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
5
8
条
第
２
項
）

通
知
し
ま
す
　
　
　
、
通
知
し
ま
す
　
　
　
　
主

な
る
　
　
　
主
た
る
　
　
　
　
完
納
　
　
　
、
完
納

地
域
振
興
局
長
　
　
　
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
　
　
　
　
第
8
2
条

第
　
項
　
　
　
第
8
2
条
第
２
項
（
第
8
2
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
5
5
条
）

通
知
し
ま
す
　
　
　
、
通
知
し
ま
す
　
　
　
　
主
な
る
　
　
　
主
た
る
　
　
　
　
完
納

、
完
納

地
域
振
興
局
長
　
　
　
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
　
　
　
　
　
　
第
□

条
第
４
項
　
　
　
　
　
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
5
5
条
　
　
　
　
　
　
通
知
し
ま
す
　
　
　
、

通
知
し
ま
す
　
　
　
　
主
な
る
　
　
　
主
た
る
　
　
　
　
完
納
　
　
　
、
完
納

地
域
振
興
局
長
　
　
　
秋
田
県
　
　
地
域
振
興
局
長
　
　
　
　
応
ず
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

拒
否
す
る
の
で
、

第
8
8
条
第
１
項
　
　
　
　
　
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
8
5
条
第
２
項
　
　
　
　
　
　
通
知
し
ま
す
　
　
　
、
通
知
し
ま
す

第
8
6

分
割

基
準

上
段
：
総
数
、

下
段
：
本
県
分
（
人
）

分
割

基
準

上
段
：
総
数
、

下
段
：
本
県
分
（
人
）

仮
装
経
理
控
除
（
円
）

租
税
条
約
控
除
（
円
）

法
人
税
額
か
ら
控
除
す
べ
き
外
国
税
の
総
額
（
人
）

補
正
後
の
従
業
者
の
総
数
（
人
）

平成16年11月30日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号
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年　　月　　日

秋田県　　地域振興局長　様

住　　所

名　　称

代 表 者　　　　　　　　w

電話番号

秋田県県税条例第54条第１項の規定により、次のとおり徴収猶予を申請します。

様式第169号 法人事業税徴収猶予申請書

事 業 年 度

申 告 区 分

申告納付すべき税額

徴 収 猶 予 を

受けようとする税額

徴 収 猶 予 を

受けようとする期間

納 付 す る こ と が

困 難 な 理 由

提 供 す る 担 保

添付する書類の名称

分割納付期限及び金額

備　　　　　　　　考

年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

付　加　価　値　割　額 資　　 本　　 割　　 額 計

円 円 円

付　加　価　値　割　額 資　　 本　　 割　　 額 計

円

年　　月　　日 円

年　　月　　日 円

年　　月　　日 円

年　　月　　日 円

年　　月　　日 円

円 円

通信日付印

・　・　

確　認 精　査 入力者印※
処
理
事
項

法人事業税徴収猶予申請書

受付印
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年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

年　　月　　日

秋田県　　地域振興局長　様

住　　所

名　　称

代 表 者　　　　　　　　w

電話番号

秋田県県税条例第54条第２項の規定により、次のとおり徴収猶予の期間の延長を申請します。

様式第170号 法人事業税徴収猶予期間延長申請書

事 業 年 度

申 告 区 分

申告納付すべき税額

徴 収 猶 予 を

受けようとする税額

既 に 徴 収 猶 予 を

受 け た 期 間

徴収猶予期間の延長を

受けようとする期間

納付することができな

いやむを得ない理由

添付する書類の名称

分割納付期限及び金額

備　　　　　　　　考

年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

付　加　価　値　割　額 資　　 本　　 割　　 額 計

円 円 円

付　加　価　値　割　額 資　　 本　　 割　　 額 計

円

年　　月　　日 円

年　　月　　日 円

年　　月　　日 円

年　　月　　日 円

年　　月　　日 円

円 円

通信日付印

・　・　

確　認 精　査 入力者印※
処
理
事
項

法人事業税徴収猶予期間延長申請書

受付印



平成16年11月30日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

様
式
第
百
七
十
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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年　　月　　日

住　所

名　称

代表者　　　　様

秋田県　　地域振興局長　　　　　　　　　

年　　月　　日付けで申請のあつた法人事業税の徴収猶予について、次のとおり承認した（承認しない）

ので、地方税法第72条の38の２第12項において準用する同法第15条第４項の規定により、通知します。

様式第170号の２　法人事業税徴収猶予承認（不承認）通知書

事 業 年 度

申 告 区 分

申告納付すべき税額

徴収猶予をした税額

徴収猶予をした期間

提供を受けた担保

不 承 認 の 理 由

分割納付期限及び金額

備　　　　　　　　考

この処分に不服がある

場合の救済の方法

年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

この処分について不服があるときは、この通知書を受け取つた日の翌日から起算して
60日以内に行政不服審査法第４条の規定により、知事に審査請求をすることができま
す。
なお、審査請求書は正副２通を作成してなるべく当地域振興局長を経由して提出して

ください。

付　加　価　値　割　額 資　　 本　　 割　　 額 計

円 円 円

付　加　価　値　割　額 資　　 本　　 割　　 額 計

円

年　　月　　日 円

年　　月　　日 円

年　　月　　日 円

年　　月　　日 円

年　　月　　日 円

円 円

法人事業税徴収猶予承認（不承認）通知書

印
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年　　月　　日

住　所

名　称

代表者　　　　様

秋田県　　地域振興局長　　　　　　　　　

年　　月　　日付けで申請のあつた法人事業税の徴収猶予の期間の延長について、次のとおり承認した

（承認しない）ので、地方税法第72条の38の２第12項において準用する同法第15条第４項の規定により、通

知します。

様式第170号の３　法人事業税徴収猶予期間延長承認（不承認）通知書

事 業 年 度

申 告 区 分

申告納付すべき税額

徴収猶予をした税額

既 に 徴 収 猶 予 を

し た 期 間

徴 収 猶 予 を

延 長 し た 期 間

不 承 認 の 理 由

分割納付期限及び金額

備　　　　　　　　考

この処分に不服がある

場合の救済の方法

年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

この処分について不服があるときは、この通知書を受け取つた日の翌日から起算して
60日以内に行政不服審査法第４条の規定により、知事に審査請求をすることができま
す。
なお、審査請求書は正副２通を作成してなるべく当地域振興局長を経由して提出して

ください。

付　加　価　値　割　額 資　　 本　　 割　　 額 計

円 円 円

付　加　価　値　割　額 資　　 本　　 割　　 額 計

円

年　　月　　日 円

年　　月　　日 円

年　　月　　日 円

年　　月　　日 円

年　　月　　日 円

円 円

法人事業税徴収猶予期間延長承認（不承認）通知書

印



（
秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
（
法
第
七
十
二
条
の
三
十
八
の

二
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
百
条
第
一
号
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
法
第
七
十
二
条
の
三
十
八
の
二
第
二
項

（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
改

め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
六
条
の
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
法
第
七
百
条
の
十
四
の
三
第
一

項
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
中
「
第
七
十
四
条
の
十
一
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
の
三
第
三
項
、

法
第
七
十
二
条
の
三
十
八
の
二
第
十
二
項
、
法
第
七
十
四
条
の
十
一
第
二
項
、
法
第
七
百
条
の
十

四
の
三
第
二
項
」
に
改
め
、
「
又
は
法
第
十
六
条
の
三
第
三
項
」
を
削
る
。

第
百
一
条
第
一
項
中
「
第
十
六
条
の
二
第
二
項
」
の
下
に
「
（
法
第
七
十
二
条
の
三
十
八
の
二

第
十
二
項
及
び
法
第
七
百
条
の
二
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加

え
、
「
、
受
託
証
書
」
を
「
受
託
証
書
」
に
改
め
る
。

「

様
式
第
十
四
号
中

「
を
　

」

「

に
、

を

」

」

「

に
改
め
る
。

」

様
式
第
百
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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計

□
□
□
□
□
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計

利
子
割
額
の
控
除
額

（
控
除
し
た
金
額
）

利
子
割
額
の
控
除
額

（
控
除
し
た
金
額
）

課
税
免
除
額
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様
式
第
1
1
2
号
　
担
保
整
理
簿

担
保
提
供
者

有　価　証　券有価証券以外のもの抵
当
権

保　　証　　人

財産の状況

摘要 担
保
解
除

担
保
処
分

徴
収
猶
予

期
間
中
の

担
保

・
保
証
人

調
査

年
　
　
月
　
　
日

年
　
　
月
　
　
日

調
　
　
査

年
　
月
　
日

供
　
覧

（
長
）

調
査
者

調
査
内
容

年
　
月
　
日

供
　
覧

年
　
月
　
日

供
　
覧

年
　
月
　
日

供
　
覧

年
　
月
　
日

供
　
覧

年
　
月
　
日

供
　
覧

担
保
解
除
原
因

担
保
処
分
原
因

住
　
　
所

氏
　
　
名

設
　
　
定

抹
消
嘱
託

年
　
　
月
　
　
日

年
　
　
月
　
　
日

登
記
（
登
録
）
機
関
名

嘱
託

書
番

号

保
証
人
と
担
保
提
供
者
と
の
関
係

嘱
託

書
番

号

抹
消

権
利

書
交

付

保
証

人
の

職
業

保
証

人
の

月
収

入

年
　
　
月
　
　
日円

種
　
　
　
類

種
類
又
は
名
称
所
在
地
形
　
状
登
記
（
登
録
）
番
号

数
量
又
は

面
積
等

金
　
額

公
簿
等
の

価
額円

市
場
価
額円

（
ウ
）

担
保
債
務

価
額円

（
エ
）

調
査
日
現
在

の
滞
納
税
金

差
引
評
定
価
額

（
ウ
）－（
エ
）－（
オ
）円

円
県
　
　
税

国
　
　
税

市
町
村
税

（
オ
）

期
　
限
契
約
会
社
名
証
書
番
号

保
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
険

計

計

銘
　
柄
記
号
及
び
番
号
額
面
又
は
払
込
金
額

（
単
価
）

数
　
量

価
　
額円

市
場
価
額円

担
保
価
額円

（
ア
）

住
所
（
所
在
地
）

氏
名
（
名
　
称
）

徴
収
猶
予
・
換
価
猶
予
・
保
全
担
保

金
　
額

担
保

提
供

猶
予
又
は
保
全
期
限

年
　
　
月
　
　
日

年
　
　
月
　
　
日

決裁

起案者

（
長
）

整
理
番
号

（
長
）

調
査
者

（
長
）

調
査
者

（
長
）

調
査
者

（
長
）

調
査
者

（
長
）

調
査
者

担
保
債
務
価
額円

（
イ
）

差
引
評
定
価
額

（
ア
）－（
イ
）

円

納
税
者
等
か
ら

提
出
さ
れ
た
書
類

（
注
）
関
係
書
類
を
添
付
し
て
編
て
つ
す
る
こ
と
。

保
証
人
の
納
税
意
欲

保
証
人
の
現
況
及
び
事
業
の
見
通
し

年
　
　
月
　
　
日

年
　
　
月
　
　
日

受
領
書
交
付
日

受
領
書
受
領
日
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附
　
則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
に

定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
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十
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